
■法第７条第１号に掲げる建築物で耐震診断の結果の報告期限が平成２７年１２月末のもの

内容 実施時期

　

高層棟

建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年６月１日以降に
おけるある時点の建築基準法（昭和25年法律第201号）並び
にこれに基づく命令及び条例の規定（構造耐力に係る部分
（構造計算にあっては、地震に係る部分に限る。）に限る。）
に適合するものであることを確認する方法

確認できる － － 改修済

低層棟
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コン
クリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診
断法」及び「第3次診断法」（2001年版）

Is/Iso＝1.36   CTU・ＳD＝1.04
（Iso＝0.75 ， Z・Rt・G＝1.0 ， U＝1.25）

－ － －

食堂棟
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コン
クリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診
断法」及び「第3次診断法」（2001年版）

Is/Iso＝1.61   CTU・ＳD＝1.23
（Iso＝0.75 ， Z・Rt・G＝1.0 ， U＝1.25）

－ － －

2 柏市柏下１０７番地　 公会堂 避難所
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コン
クリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次
診断法」（２００１年版）

Is/Iso=1.01   CT・SD=0.79
（Iso＝0.75 ， Z・Rt・G＝1.0 ， U＝1.25）

－ － －

3 柏市柏五丁目８番１２号 集会場 避難所
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コン
クリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次
診断法」（２００１年版）

Is/Iso=1.01   CTU・SD=0.80
（Iso＝0.75 ， Z・Rt・G＝1.0 ， U＝1.25）

－ － 改修済

■法第７条第１号に掲げる建築物で耐震診断の結果の報告期限が令和元年１２月末のもの

内容 実施時期

1 柏市千代田一丁目２番３２号 庁舎 災害対策拠点

建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年６月１日以
降におけるある時点の建築基準法（昭和25年法律第201
号）並びにこれに基づく命令及び条例の規定（構造耐
力に係る部分（構造計算にあっては、地震に係る部分
に限る。）に限る。）に適合するものであることを確
認する方法

確認できる － － 建替え済

耐震改修の予定
備考建築物の位置

建築物の
主たる用途

災害時の用途 耐震診断の方法の名称
構造耐力上必要な部分の

地震に対する安全性の評価結果

平成２９年３月２９日公表
令和７年３月３１日更新

　　耐震診断の結果の公表【要安全確認計画記載建築物（柏市所管分）】

耐震改修の予定

柏市役所庁舎

建築物の
主たる用途

庁舎

災害時の用途

災害対策拠点

耐震診断の方法の名称
構造耐力上必要な部分の

地震に対する安全性の評価結果
備考建築物の位置

柏市柏５－２０６－３　

№

1

中央公民館

柏市上下水道局庁舎

柏市民文化会館

建築物の名称

№ 建築物の名称



■法第７条第２号に掲げる建築物で耐震診断の結果の報告期限が令和７年３月末のもの

内容 実施時期

1 柏５丁目ビル 柏市柏５丁目２１５－８，－９，２１９－５ 事務所
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建
築物の耐震診断指針」（２０１１年版）

Is＝0.13 ,q=0.52
（Is≧0.6 ,  q≧1.0）

－ － －

建築物の名称
耐震改修の予定

備考

令和７年３月３１日公表

　　耐震診断の結果の公表【要安全確認計画記載建築物（柏市所管分）】

№ 建築物の位置
建築物の

主たる用途
耐震診断の方法の名称

構造耐力上必要な部分の
地震に対する安全性の評価結果


